
（事業の目的）

（運営の方針）

（事業所の名称等）

地域密着型通所介護事業者（法人）の概要

事業所名称及び事業所番号

１０
事業所の職員体制

事業の実施地域

営業日

※ただし送迎対応時間は、８：００～１７：１５とします。

（サービスの内容と費用）

営 業 日 月曜日～土曜日

健康管理、その他介護業務等

（人）

事 業 所 名 カイホームデイサービスセンター　細田

所 在 地 ・ 連 絡 先

（住  所） 東京都葛飾区細田３－１２－１３

（電  話） ０３－６６５７－９０８２

（ＦＡＸ）

非常勤兼務

０３－６６５７－９０８３

事 業 所 番 号 １３７２２０６８０３

管 理 者 の 氏 名 湯浅　亜梨早

利 用 定 員

非常勤専従

（人）

株式会社　Caihome ・営利法人

代 表 者 名 代表取締役  青柳　玲子（永井　玲子）

所 在 地 ・ 連 絡 先

（住  所） 東京都葛飾区柴又７－１５－２　

（電  話） ０３－６６５７－９８８０

（ＦＡＸ） ０３－５６２２－０４９２

地域密着型通所介護重要事項説明書

生活相談員 ２ ２ 相談・生活指導等

（人） （人） （人）

管　理　者 １ １

従業者の職種
人数

区分

職務の内容常勤専従 常勤兼務

名 称 ・ 法 人 種 別

営 業 時 間 ８：００～１８：００

事業所の管理

サ ー ビ ス 提 供 時 間 ９：００～１７：１５

事業の実施地域 葛飾区    

介護全般

機能訓練指導員 １ １ 機能回復訓練等

介 護 職 員 ５ １ ２ ２

看 護 職 員 ０

入 浴 個人浴槽です。介助が必要な方には職員が個別対応します。

排 泄
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な
援助を行います。

機 能 訓 練
機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防
止するよう努めます。

種　類 内　　　　　容

食 事
食事（昼食）を提供します。

相 談 及 び 援 助 利用者と利用者の家族からの各種ご相談に問題解決に向けて取り組みます。

送 迎
ご自宅から施設内までの送迎を行います。但し、ご希望があれば、利用者の家族が
行なうことも可能です。

生 活 指 導
利用者の生活面での指導・援助を行います。

各種レクリエーションや健康体操等を実施します。

健 康 チ ェ ッ ク 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。

　株式会社　Caihomeが開設するカイホームデイサービスセンター　細田(以下「事業所」という。）が行
う指定地域密着型通所介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理
運営に関する事項を定め、事業所毎に置くべき従事者（以下「地域密着型通所介護従事者」という。）
が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とします。

　事業所の地域密着型通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りそ
の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的
孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活
上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。

　事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括
支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め
ます。

通 所 介 護（ 名　）

(日曜、1/1,1/2は休み)



【料金表】令和6年4月1日改正

※下記の金額表記は、右記地域単価を乗じたものである。

（地域密着型通所介護）

○減算

○加算

・

・

・

【利用料金の計算方法】

0

　上記計算方法により、算出された金額から法定の介護給付費を引いた金額が自己負担となります。

介護保険給付対象外サービス

○ 事業の実施地域外の交通費

○ 食費

○ おむつ代

　おむつ等を使用される方は、以下の通り料金がかかります。

　おむつ・リハビリパンツ ： １１０円

　パット ： 　６０円

○ その他の費用

○ キャンセル料

　正当な理由がある場合に限り、無料です。

利用料等のお支払方法

　利用料等のお支払い方法については

となります。

　その他のお支払い方法についてはご相談ください。

１００８２円 １１４３４円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

６７８単位 ８０１単位 ９２５単位 １０４９単位

地域単価 １０．９

９．２％（１ヶ月の利用合計単位数に乗じる）

２０単位／日

１８単位／日

１５０単位／日

－

－

１２単位／日

２００単位／日

所要時間
７時間以上

８時間未満の場合

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

７５３単位 ８９０単位 １０３２単位 １１７２単位

８２０７円 ９７０１円

地域通所介護サービス提供体制加
算Ⅲ

－ ６単位／日 ２１８０円

５０単位／日

９．０％（１ヶ月の利用合計単位数に乗じる）

８．０％（１ヶ月の利用合計単位数に乗じる）

－

９２６円

２１８円

その場合、利用者は料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス
提供証明書と領収証を発行します。発行されたサービス提供証明書と領収書を保険者介護保険窓口に持参
すると、必要な手続きを行った後に法定の介護給付費が返還されます。

　事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、事業の実施地域を超えて１ｋｍあたり２０円の交通費が
必要となります。

　食事サービスを受ける方は、昼食代１食あたり５００円が必要となります。

口座振替

　地域密着型通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、利用者の希望により通常のサービス提供の
範囲を超える保険外の費用は、サービス提供の範囲を超えた時点から利用者の負担となります。

－

－

８５単位／日

４５単位／日

５６単位／日

種　　　類

種　　　類 単　位

－

－

－

地域通所介護入浴介助加算Ⅰ

地域通所介護入浴介助加算Ⅱ

▲４７単位 ▲５１２円

所要時間
８時間以上

９時間未満の場合
７８３単位 ９２５単位 １０７２単位 １２２０単位

要介護１ 要介護２ 要介護３

１３１２単位

地域通所介護認知症加算

地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰ２

地域通所介護個別機能訓練加算Ⅱ
地域通所介護サービス提供体制加
算Ⅰ

－

地域通所介護口腔機能向上加算Ⅰ

✔

地域通所介護栄養改善加算

　介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があり
ます。

　上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の居宅サービス
計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

　介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自
己負担となりますのでご相談ください。

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

地域通所介護若年性認知症受入加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

地域通所介護中重度者ケア体制加算

地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰ１

地域通所介護サービス提供体制加
算Ⅱ

２１８０円

１６３５円

１３６５単位

要介護５

１４３００円

要介護４

✔

１１２４８円 １２７７４円

１４８７８円

✔ ４０単位／回 ４３６円

✔ ５５単位／日 ５９９円

単　位 利用料

加算体制

８５３４円 １００８２円 １１６８４円 １３２９８円

利用料

送　迎　減　算

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） － ６．４％（１ヶ月の利用合計単位数に乗じる）

５４５円

要介護５

１２７７４円

１１７２単位

延長加算

６５４円６０単位／日

６５４円６０単位／日

－

－

－

１９６円

１３０円

６５円

５４５円

所要時間
６時間以上

７時間未満の場合 ７３９０円 ８７３０円

要介護５



（事業所の特色等）

事業の目的

３６５日年中無休で地域密着型通所介護サービスを提供しています。

また、少人数制を活かして個人個人にあったケアを提供しています。

運営方針

①

②

③

④

⑤

⑥

（サービス内容に関する苦情等相談窓口）

（高齢者虐待防止について）

（１） 　研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識、技術の向上に努めます。

（２） 　個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。

（３）

（身体拘束について）

（１）

（２）

（その他運営についての留意事項）

（１）

（２）

（３）

○ 施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

　平成７年　４月　１日

事業者　 住　　所

事業者名

代表者名 ㊞

事業所名

当事業所
お客様
相談窓口

窓 口 責 任 者

　わたしたちは、誰もが安心して生活できる地域社会づくりに、草の根から貢献します。

　わたしたちは、利用者様を尊敬し、その命を守り、責任を持って介護を行ないます。

　わたしたちは、一人ひとりに「目配り・気配り・心配り」ができる個別ケアに真正面から取り組んでい
ます。

　わたしたちは、住み慣れた地域社会の中で、尊厳を保ちながら「自分が自分らしくありのまま」に生活
できるようにお手伝いします。

　わたしたち職員全員が「介護職人」だと自負し、より質と満足度が高いケアを目指して取り組んでいま
す。　わたしたちは、「必要な時」に「必要な量」の介護サービスを「必要な地域」で提供し、在宅生活をサ
ポートします。

電　　話 ０３－３６９５－１１１１

ご 利 用 時 間 ８：３０～１７：１５

０３－６６５７－９０８２

面 接 （当事業所相談室）

意 見 箱 （玄関に設置）

　事業者は、サービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。但し、
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありませ
ん。

国保連
相談窓口

住　　所 東京都千代田区飯田橋３－５－１東京区政会館１１階

電　　話

□
葛飾区 住　　所 東京都葛飾区立石５－１３－１

介護保険課
相談窓口

湯浅　亜梨早

ご 利 用 時 間 ９：００～１７：１５

ご利用方法・ 電 話

カイホームデイサービスセンター　細田

東京都葛飾区柴又７－１５－２

株式会社　Caihome

０３－６２３８－００１１

　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

代表取締役　青柳　玲子（永井　玲子）

　事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。また、従事者であった者に、業
務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘
密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記します。

　指定地域密着型通所介護の提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに
行います。　事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿
を整備します。

　従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に
取り組める環境の整備に努めます。

　前項ただし書きの規定に基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、事業者は、直ちに、その日時、
態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、当該行為が必要と判断した職員等及び当該行為
を行った職員等の氏名その他必要な事項について、サービス提供記録等に記録します。

ご 利 用 時 間 ９：００～１７：００


